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１.開会 

 

２.議題 

(１)児童福祉法改正に基づくふじみ野市立児童発育・発達支援セ

ンターの在り方（答申）及び答申に係る具体的提言について 

(２)令和６年４月１日改正のふじみ野市立児童発育・発達支援セ

ンター条例(案)について 

(３)その他 

 

皆様こんばんは。本日の第４回運営審議会では、次第のとお

り、今まで議論をおこなってきました「ふじみ野市立児童発育・

発達支援センターの在り方について」のうち、「法改正も踏まえ

た今後の方向性」について答申書を確定したいと思います。 

まず初めに、（１）児童福祉法改正に基づくふじみ野市立児童発

育・発達支援センターの在り方（答申）及び答申に係る具体的提

言について議題とし、会議を進めてまいります。それでは事務局

より説明をお願いします。 

 

資料１及び資料１(別紙)を基に事務局より説明。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より、法改正を踏まえ

た今後の方向性についての説明をいただきました。この案は、皆

様からいただきました、ご助言、ご意見、更には追加意見等も踏

まえて作成された答申書(案)でございます。現時点で事務局へ質

問事項や御意見はございますか。また事務局より補足説明はあり

ますか。 

 

事務局からは補足説明はありませんが、第２回及び第３回の審

議会におきまして、丁寧な審議を委員の皆様に行っていただき、

いただきました御意見等をもとに答申(案)を作成し、今回の審議

会に提出させていただきました。事務局といたしましても、多数

の御意見を頂戴し誠に感謝いたしております。ありがとうござい

ました。これを基に、令和６年度の法改正に向けた施策を計画し

てまいりたいと思います。ありがとうございます。 
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ありがとうございます。皆様からはございますでしょうか。 

 

※追加意見等無し 

 

ありがとうございます。それでは追加意見等は無いようですの

で、よろしければ原案どおり進めてまいりたいと思いますが、皆

様よろしいでしょうか。 

改めて申し上げますが、この答申(案)を作成するにあたり、皆

様におかれましては慎重審議をしていただきありがとうございま

す。皆様からの御意見等がこの原案に踏まえられておりますの

で、承認をいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 

※異義無し 

 

ありがとうございました。皆様より承認をいただきましたの

で、事務局にてこの答申書の(案)を削除していただければと思い

ます。この答申書につきましては、私から市長宛てで提出をさせ

ていただきますので宜しくお願いいたします。 

 

それでは議題の(２)に進みたいと思います。こちらは報告事項

になりますが、ふじみ野市立児童発育・発達支援センター条例

(案)として事務局から説明をいただいてもよろしいですか。 

 

資料２を基に事務局より説明。 

 

ありがとうございます。ただ今事務局より、資料２を基にふじ

み野市立児童発育・発達支援センター条例(案)について説明をい

ただきました。同内容は報告事項とはなりますが、委員の皆様よ

り御意見はございますか。 

 

実際的な話にはなりますが、現在医療的ケアが必要なお子さん

が在宅にいる状況にはありますが、そのようなお子さんの保護者

が困った時には具体的にはどこに相談をしたらよいでしょうか。

児童発育・発達支援センターに相談をし、その後どこかに繋げて

くれるのでしょうか。または直接どこかに相談をするということ

になるのでしょうか。 

 

実際に当センターへ御相談をいただければ、施策の方向性にも
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あるとおり、県の医療的ケア児等支援センターとの連携に基づ

き、必要な支援にお繋ぎすること、また当センターの発達総合相

談支援へ御相談をいただければ、障がい福祉課にお繋ぎすること

等対応をさせていただきます。また実際に市内にお住まいの医療

的ケアが必要なお子さんにつきましては、既に障がい福祉サービ

ス等を御利用中なお子さんがほどんどであるため、現在障がい福

祉課のケースワーカーに相談が行くという流れがございます。当

センターへの相談後の対応につきましては、生後病院におり、そ

の後病院から地域に戻るという状況になった際に、病院から保健

センターや当センターに連絡がきた際、他の関係機関とのネット

ワークを構築し、どのように在宅生活が遂行できるかどうかを検

討するというコーディネートをする対応をするものと考えており

ます。 

 

どこが中心的に対応するかだと思いますが、現在は障がい福祉

課が中心となり、医療的なケアが必要なお子さんの必要な対応を

考えている思いますが、その障がい福祉課での対応を残し、また

はその機能をセンターに移行するというのではなく、障がい福祉

課での対応を中心に行うという認識でよろしいでしょうか。 

 

中野副会長がおっしゃるとおり、障がい福祉課にて対応すると

いう現状を継続できればと考えております。よって当センターと

いたしましては、ネットワークのつなぎ役として担えるものと考

えております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

いわゆる発達総合相談支援窓口として、コーディネートを中心

に行っていくという認識でよろしいでしょうか。 

 

はい。そのような認識でおります。 

 

ありがとうございました。他に御意見がありますか。 

 

私は現在ふじみ野市の自立支援協議会に参加をしております。

この協議会は、ふじみ野市の障がい福祉計画を策定する場となり
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ますが、そことの整合性について確認いたします。またこの条例

は議会にて承認をもらうものと認識してよろしいでしょうか。 

 

条例の改正案につきましては、令和６年３月議会に条例案を出

せていただきまして、そこで可決、承認をいただきました際に

は、令和６年４月より改正しました条例を施行するということに

なります。現段階では市契約・法務課担当と改正案につきまして

調整をしておりますので、現時点では具体的な案をお示しできな

い状況にはございますが、今回の資料２につきましては、イメー

ジとして提出させていただきました。 

また、先程太田委員よりいただきました障がい者プランや自立

支援協議会との整合性につきましては、同協議会におきまして

は、市の障がい福祉行政の計画を策定していただいております

が、現在後期の障害者プランを策定していただいていることと存

じます。当センターはこども部会へ参画しておりますので、こち

らの部会におきまして、施策の方向性やセンターの在り方等につ

きましても色々と議論に参画させていただいておりますので、施

策に踏まえる形で遂行されるものと認識しております。 

 

ありがとうございました。他に御意見はありますか。 

 

※意見等無し 

 

御審議誠にありがとうございました。それでは議題２につきま

しても承認されました。 

 

次に(３)その他としまして、事務局よりありますか。 

 

事務局よりご案内いたします。この度令和５年度第４回運営審

議会におきまして、審議会委員の皆様におかれましては、慎重審

議を誠にありがとうございました。ここで次回の第５回について

のご案内でございます。次回につきましては、令和６年２月１４

日(水)午後６時からを予定しております。こちらの開催につきま

しては、後日委員の皆様と出欠等についての調整をさせていただ

ければと思いますので、宜しくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。全体を通して皆様より御意見等はあり

ますか。 
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※意見等無し 

 

それでは、第４回の運営審議会の議事は全て終了となります。

事務局へお渡ししてよろしいでしょうか。 

 

ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、御多

用のところ御出席いただき、また慎重な審議を誠にありがとうご

ざいました。閉会にあたりまして、こども・元気健康部長より御

挨拶を申し上げます。皆川部長宜しくお願いいたします。 

 

こども・元気健康部長の皆川でございます。運営審議会の委員

の皆様におかれましては、日頃より、児童発育・発達支援センタ

ーの運営への御助言等をいただき誠にありがとうございます。ま

た、本日答申をまとめていただきましたことにつきましても、重

ねて御礼申し上げます。個人的には、この答申の中での項目とし

て、切れ目のない支援のさらなる充実というところが特に重要で

あり、またとても難しいものであると認識しております。こちら

につきましては、しっかり取り組んでまいりたいと思います。引

き続き宜しくお願いいたします。 

また、本日は年内最後の審議会となりました。秋口からの長期

予報を見ましたところ、暖冬かと思いましたが、最近寒い状況と

なりました。現在インフルエンザ等の感染症も流行しております

ので、皆様におかれましては体調に御留意の上、良い新年をお迎

えいただければと思います。また新年におきましても、引き続き

宜しくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

ありがとうございました。以上もちまして、令和５年度第４回

ふじみ野市児童発育・発達支援センター運営審議会を終了させて

いただきます。本日は誠にありがとうございました。 

  

 

 


